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「肥の豊」の未結果樹に対する肥効調節型肥料による２月上旬の一回施肥法

「肥の豊」未結果樹の施肥は、県施肥基準の施肥時期に対応した窒素溶出パターンの肥効調節

型肥料により、２月上旬の一回施用で、地上部の生育はよくなり、地下部の根量も増加し、

樹冠の拡大が図られる。また、肥効調節型肥料は県基準の窒素８割量施用で県施肥基準と同

等の生育である。
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研究のねらい

カンキツ未結果樹の県の施肥基準は年８回の分施となっている。しかし、生産現場では労力

不足を理由に施肥回数を減らし、一度に過剰の施肥をしたり、必要量が施肥されずに、樹冠拡

大が不十分な園が見られる。そこで、肥効調節型肥料を用い、施肥回数を年１回とする施肥技術

を開発する。

研 究 の 成 果

１．県施肥基準の施肥時期に対応した窒素溶出パターンの肥効調節型肥料を利用すると、２月上旬

の一回施肥とすることができ、県施肥基準の年８回施肥に比べ、施肥回数の大幅な削減が図られる

（表１）。

２．幹周や樹冠容積は肥効調節型肥料基準量区が、県施肥基準区より大きく、肥効調節型肥料８割

量区は県施肥基準区と同等である（図１、図２）。

３．解体調査による地上部と地下部の乾燥重は、肥効調節型肥料基準量区が、地上部・地下部とも最

も重く、肥効調節型肥料８割量区と県施肥基準区は同程度である（図３、図４）。

４．10ａ当たりの施肥に係る生産費（育成３年目）は県施肥基準に比べ、肥効調節型肥料基準量区で

111%、肥効調節型８割量区で89%となる（表２）。

普及上の留意点

１．このデータは熊本県果樹研究所内にて、2002年３月に１年生「肥の豊」を定植し、2004年10月まで

施肥したのち、2005年２月（３年生樹）に解体調査を行った結果である。

２．肥効調節型肥料の施用に際し、土壌が過乾燥のときは窒素の溶出や根群域への浸透が遅れ

るので、かん水や敷き草など、保水のための管理を行う。

３．肥効調節型肥料の窒素溶出速度は地温に強く影響されるので、２月上旬の施用時期を厳守

する。






